
1 

 

最近のニュースから No.1７２     ２０２４.１.１６ 

 

非常時だからこそ 

支援者が元気でなければ活動は続かない 
 

元旦午後、震度７の能登半島地震が発生しました。 

１６日現在、災害関連死を含めると２２２人の方が亡くなりました。まだ行方不明の方

がいますが、ご冥福をお祈りいたします。 

熊本市は地震の情報が入ると、２日、現地からの要請がないなかで支援の準備を開始、

３日には危機管理防災部の職員４人を現地に派遣、４日は上下水道局の職員７人がと給水

車２台、指揮車１台が向かいます。仙台市は３日、水道局の職員等１５人を派遣しました。

震災・災害に際しては各自治体同士が相互支援の協定を結んでいますが、これまで災害を

経験し、全国から支援を受けた自治体の対応は早いです。そして自分たちの教訓を発揮し、

伝授します。 

南海トラフ地震の発生に備える東海地方の自治体も３日には支援に向かっています。 

１９９５年１月１７日未明に発生した阪神淡路大震災のとき、関東ではニュースでも正

確な情報が伝わらない状況がつづき、正午段階でも「死者５０名」でした。しかしこの時

点で川崎市消防局の車両は名古屋を過ぎて神戸に向かっていました。 

要請があったから向かうのではなく、プロの判断で、自分たちが担う任務があると判断

して向かったのです。「使命感」です。 

なぜ対応が遅れたのか 

総務省は、２００３年「応急対策職員派遣制度に関する要綱」を作成しました。 

「（被災地域ブロック内の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼） 

第９条 被災都道府県は、当該被災都道府県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけ

では被災市区町村において完結して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困

難であると見込まれる場合には、被災地域ブロック幹事都道府県を通じて被災地域ブロッ

ク内の地方公共団体に対し、当該被災市区町村への応援職員の派遣について協力を依頼す

るものとする。 

（全国の地方公共団体に対する応援職員の派遣についての協力の依頼） 

第１３条 被災都道府県は、第９条第１項の規定により応援職員の派遣について協力の依

頼を行うにあたり、当該被災地域ブロック都道府県内の地方公共団体による応援職員の派

遣だけでは対応が困難な場合、確保調整本部に対し第２段階支援の必要性について連絡す

るものとする。」 

今回の震度７の地震において総務省が第１３条にもつづいて中部、関西、関東の３４都

府県市に職員の派遣を決定したのは１月５日です。なぜ対応が遅れたのでしょうか。 
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大震災が発生した被災自治体・都道府県の要請を受けてからの対応では遅いです。被災

自治体は混乱しています。政府は、地方自治体に委ねるではなくイニシアティブをとって

指揮し、対応できる体制を恒常的に確立しておくことが必要でした。 

震災前から取り残されていた 

今回なぜ困難な状況が生まれたのでしょうか。予測できなかったのでしょうか。 

半島突端の山岳地帯、道路などインフラが整備されていなかった僻地、住民の高齢化が

すすんでいた・・・。後からさまざまな言い訳をしていますが、そのようなことは分かっ

ていたことです。ハザードマップがあったとしても対応しきれませんでした。 

さらに今回被害にあった地域は行政改革で自治体職員の削減、部署の廃止等があり日常

的にかろうじて機能しているという状況にありました。 

全国的には、災害に備え、各戸に３日目までに救援が到着すると想定し、それまで自活

できる程度の食糧等の保存を呼びかけています。各自治体も指定する避難所等に食糧、水、

寝具、トイレ用品等を備蓄し、それを踏まえて緊急事態の活動は開始されます。 

しかし今回これらが充分でなく、その状況が重なって事態をより深刻化させています。 

能登半島先端の珠洲市に１９７６年代に原発誘致の話が舞い込みます。しかし地元住民

の反対運動が起き、８９年には反対派は市庁舎に４０日座り込みをします。２００３年に

計画は凍結されました。現在、能登半島には七尾市の隣の滋賀町に操業停止の志賀原発が

あるだけです。 

政府は、国の政策に反対した地域の開発・インフラ整備の支援・補助はしないというこ

となのでしょうか。震災前から取り残されていました。 

「小さな政府」のつけ 

１月５日の「東洋経済オンライン」への藤井誠一郎立教大学コミュニティ福祉学部准教

授の寄稿『懸念される"災害ごみ処理"清掃職員削減の余波 不測の事態で浮き彫りになる清

掃行政のあり方』です。 

「大規模な自然災害が発生し被災自治体への支援を全都清が調整する際には、『可能性のあ

る地方自治体』に要請する。この可能性のある自治体とは、基本的に直営の清掃職員を擁

し、通常の収集業務に利用する機材以外に予備の機材を持つ自治体となる。 

一方で各地方自治体では、これまでの行政改革により、いわば行き過ぎたとも言える効

率化がなされてきた。とりわけ、『官から民へ』で小さな政府を展望していた小泉純一郎内

閣時に各自治体に作成が要請された『集中改革プラン』において厳しく公務員の削減が求

められ、地方自治体の職員数は相当数削減された。」 

「この公務員減らしにあたっては、清掃、学校用務員、学校給食、道路等の業務を担う現

業部門は民間委託が可能であると見なされ、多くの現業職員が削減された。」 

「自治労の調査によれば、１９９７年から２０１９年までの間に現業組合員数は約１９.６
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万人から約６.８万人まで、約１３万人も減少したと明らかにされている。・・・ 

また、行政改革では徹底的な効率化が推進され、人員削減のみならず、組織の統合や機

材の削減も行われてきた。通常業務を遂行する機材も委託に頼る状況では、余剰の清掃車

や平ボディートラックは存在しない。 

このような状況にあるため、既存の体制から人員と機材を提供することは非常に難しく、

支援を要請された地方自治体が人や機材をすぐに出せるのかと言えば、難しいというのが

実情である。」 

「石川県下の自治体でごみ収集を担当する直営の清掃職員を擁しているのは金沢市のみで

あり、能登半島の自治体には現場で作業を行える直営の清掃職員は存在しない。」 

このようななかで清掃業務だけでなく、全国の多くの自治体では日常的にぎりぎりの人

員で運営されています。被災地・被災者は小さな政府の犠牲にもなり被害を拡大させてい

ます。全国の自治体からは、それでも支援に駆け付けています。 

国の災害・防災対策は、被害を最小限にとどめる方向で進めているとはいえません。今

回のような事態を想定しながら改善しようとはしません。 

今回の災害においては、自衛隊の活躍がクローズアップされています。逆にその一般ボ

ランティアは規制されています。 

阪神淡路大震災のとき、ボランティアは新学期が始まるという口実で３月３１日をもっ

て学校等の避難所から排除されました。東日本大震災のときは、直後は混乱していたり、

通行止めもあるので改善されたらお願いしますと呼びかけられました。 

しかし今回は危険地域への立ち入りだけでなく、宿泊場所の確保が困難等の理由で禁止

です。そのため人手不足に陥っている避難所も出てきています。地元の職員は被災者であ

りながら昼夜支援者の業務をこなしていますがかえりみられません。そのなかからすでに

二次被害者が出てきています。 

１月９日の中日新聞です。 

「能登半島地震で被災した自治体職員が休みなく働いている。災害対策本部や避難所の運

営に奔走するが、被災して出勤できない職員もいて人手不足は明らかで、『限界に近づいて

いる』との声が漏れるなど疲労は色濃い。全国から派遣される応援職員が頼りだが、支援

の手は十分に届いていない。 

石川県の輪島市役所は連日、午前０時が過ぎても災害対策本部で職員や消防、自衛隊員

らの話し合いが続く。日中は住民から『物資が届かない』などと怒りをぶつけられること

も。自らも被災した職員たちは『ほとんど寝ていない』『家の片付けもできない』とつぶや

いた。 

同市によると、元日で閉庁していた地震直後、約２８０人の職員はそれぞれの地域で孤

立状態に置かれたり、地元の避難所支援に入ったりして市役所への参集は困難を極めた。

坂口茂市長は『何十キロ歩いてきた人もいる』と話す。８日現在、出勤できる職員は全体

の９割程度まで回復したが、地震直後は２～３割だったという。」 
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休むことは「明日への活力」「私の大事な役目」 

東日本大震災における神戸市消防局の手記です。 

３月１４日、神戸市消防局が最初に支援に駆けつけたのは宮城県山元町です。到着する

と責任者は「皆さんに休んでもらうために駆けつけました。何でも申し付けて下さい」と

挨拶したといいます。被災地の消防士たちの心情を理解している対応です。 

また、被災地の人たちにとっては神戸、兵庫という車輌やプレート、制服を見ただけで

自分たちの気持ちがわかってくれる人が来たと受け止めて安心できたといいます。 

熊本地震のときの熊本市の女性職員の報告が、熊本市市民局市民生活部男女共同参画課

が編集・発行の『平成２８年熊本地震 熊本市女性職員５０の証言』に収められています。 

「この未曾有の大地震で、全ての人々が被災者であるにもかかわらず多くの支援者が避難

所運営をはじめ家屋調査等、市民に寄り添い、身をこなし対応してきた。そのうち、職員

の１人が 体調を崩し入院となり休んでしまった。『みんな大変だから私も頑張らなくて

は・・と自分を追い込みがちになったのか、或いは市民の怒りや悲しみを受止めたダメー

ジが大きくなったのか・・』等私自身も考え込み配慮が足りなかったと悔やまれた。長期

に避難所対応にあたった職員は、夜勤も続き身も心も限界に近く肉体的・精神的な疲労か

ら、もしかしたら倒れるかもしれない・・と訴える自分がいたという。 

また、現場で判定に納得いかない市民からの心無い暴言等を受止めながら休みもせず長

期にわたり家屋調査に従事していた職員も正直辛かったという。 

振り返るともっと早くに支援者に対し自己メンテナンスの促進やストレスケアを組織的

に行う必要があったのではないだろうか。非常時だからこそ支援者が元気でなければ活動

は続かない。」 

「神戸市の保健師派遣チームの『熊本市のできることをしていきましょう』『一緒にがんば

るから』、『大丈夫乗り越えられる』、『それでいい』、『必ず終わりが来る』など沢山の温か

い声かけや励まし、労い、先のめどを示しながらのアドバイスなどは、疲労している我々

にとって、とても身にしみる、頑張る力を与 えてくれた。 

また、災害対応に従事する一方、被災している自分の家のこと、子どものことなどがず

っと気になっていても、市民も職員もみんな頑張っている中、そのことを簡単に言葉にす

ることができずにいた、私も含め母親でもある職員のことを心配し、温かい言葉をかけて

くださり、思わず涙ぐむ私に、一緒に涙を流 してくださった。初めての休暇を取る時にも

後ろめたい自分の気持ちに対し、『あなたも被災者』、『休んでいいんだ』、『そのために私た

ちが来た』など声をかけてくださり、自分も被災者であることを改めて感じ、休むこと、

母に戻ることは『明日への活力』『私の大事な役目』なんだと前向きに思うことができた。」 

被災者だけでなく、救援者からも犠牲者が出ないようにしなければなりません。 

能登半島地震で、これ以上被害が拡大しない対策を緊急に進めていく必要があります。 
 

いじめ メンタルヘルス労働者支援センター 


